
日米地位協定

第七条

合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でな
い条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用す
ることができ、並びにその利用における優先権を享有するものとする。

第七条に関する合意議事録▲

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/07_00.pdf



